
 

愛媛県立医療技術大学リポジトリ管理運営要領 

 

令和８年１月１日  

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、愛媛県立医療技術大学リポジトリ規程第６条の規定に基づき、愛

媛県立医療技術大学（以下「本学」という。）において生産された教育研究活動の成

果物（以下「成果物」という。）を電磁的形態で蓄積・保存し、無償で公開すること

により、本学の教育研究の発展に資するとともに、社会に対する責務と貢献を果たす

ため、愛媛県立医療技術大学リポジトリ（以下「リポジトリ」という。）の管理運営

に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（登録対象者） 

第２条 リポジトリに成果物を登録することができる者は、次の者とする。 

(1) 本学の専任教職員（退職者を含む。）  

(2) 非常勤講師並びに特命教授及び特定教員  

(3) 大学院生及び大学院修了者  

(4) その他、リポジトリの管理運営を統括する統括責任者（以下「統括責

任者」という。）が認めた者  

（登録対象）  

第３条 リポジトリに登録することのできる成果物は、本学においてその主要な部分が

生産された次に掲げるものとする。  

(1) 学術論文（学術雑誌掲載論文、プレプリント、学会発表資料等） 

(2) 紀要論文（紀要に掲載される論文等）   

(3) 学位論文（修士論文等） 

(4) 教育資料（講義資料、講演資料、プレゼンテーション資料等） 

(5) 報告資料（学術報告書、科学研究費補助金研究成果報告書等） 

(6) 各種成果物の根拠となる研究データ 

(7) その他、大学刊行物（学部・学科その他による出版物、記念論文集等） 

(8) その他、統括責任者が適当と認めたもの 

（登録の許諾）  

第４条 リポジトリに成果物の登録を希望する者（以下「登録者」という。）は、リポジ

トリへ成果物を登録申請するにあたって、統括責任者に対して登録に関する許諾を与

えるものとする。ただし、当該成果物が複数の者による場合、登録者はその全員から

登録に関する許諾を得なければならない。 

２ リポジトリに登録申請する成果物の公開が登録者以外の者の肖像権又は個人情報

に関する権利と抵触する場合には、登録者は事前に当該権利が帰属する者より登録に



 

関する許諾を得なければならない。 

３ リポジトリに登録する学術雑誌論文について、登録者は事前に雑誌発行者から登録

に関する許諾を得なければならない。 

（登録手続）  

第５条 登録者は、愛媛県立医療技術大学リポジトリ登録申請・公開許諾書（様式第１

号）を統括責任者に提出し、許諾を得るものとする。ただし、過去に在籍したことが

ある者が許諾を得ようとする場合は、愛媛県立医療技術大学リポジトリ登録申請者の

在籍確認書（様式第２号）を併せて提出するものとする。  

２ 第３条第１項第２号の登録については、前項の手続を省略することができる。 

（登録された成果物の取り扱い）  

第６条 図書館は、申請された成果物を複製し、リポジトリに登録し、期限を設けず格

納・管理し、ネットワークを通じてこれを公開するものとする。 

２ 図書館は、保存及び利用の便宜のため必要に応じて、複製、媒体変換を行うことが

できる。 

３ 統括責任者はネットワークを通じてダウンロードする者に対して、著作権法を遵守

するよう指示するものとする。 

（著作権の帰属）  

第７条 成果物がリポジトリに登録された後も、著作権は著作権者の元に留保される。  

（登録免除・非公開・削除）  

第８条 統括責任者は、リポジトリに登録された成果物が次の各号のいずれかに該当す

る場合は、登録された成果物の一部若しくは全部を非公開又は削除とすることができ

る。あわせてリポジトリの登録を免除することができる。 

(1) 登録者が、愛媛県立医療技術大学リポジトリ登録免除・非公開・削除申請書（様

式第３号）を提出し、統括責任者が認めた場合 

(2) 他者に帰属する著作権、所有権等を侵害する又は、社会的に見て著しく不適切な

内容を含むと認められる場合 

（免責事項）  

第９条 本学は、登録された成果物を利用することによって生じた利用者のいかなる損

害、不利益について、一切の責任を負わないものとする。  

（その他）  

第 10 条 この要領に定めるもののほか、リポジトリの管理運営に関し必要な事項は、

統括責任者が別に定める。  

 

附 則 

この要領は、令和８年１月１日から施行する。 

  



 

様式第１号(第５条関係)      
 

愛媛県立医療技術大学リポジトリ登録申請・公開許諾書 
 

  年   月   日  

 

愛媛県立医療技術大学図書館長 様 

 

下記の教育研究活動の成果物について、愛媛県立医療技術大学リポジトリ管理運営要

領に基づき、愛媛県立医療技術大学リポジトリに登録し、公開することを許諾します。 
 

 姓(Last name) 名(First name) 

フリガナ   

氏名   

英字   

所属  
□学生 □教職員 

□その他(    ) 

連絡先等 

住所 ※本学に在籍している教職員及び学生は記入不要です。 

 

電話番号 E-mail 

種類 □学術論文    □紀要論文   □学位論文 □教育資料 □報告資料 

□研究データ □大学刊行物 □その他（            ）  

著作名 

(論文名・単行書名) 

(和文) 

(英文) 

掲載誌 

（掲載図書） 

雑誌名(書名)： 

巻号:       開始ページ:     終了ページ: 

出版年:         発行元: 

キーワード 

(５つ程度) 

 

 

著作権者の 

同意 

□登録者以外の著作権者はいない。 

□著作権が登録者以外の者•団体等に帰属している。 

□当該著作権者の同意を得ている。 

（学会・出版社等） _______________________  

（公開可能なバージョン） _________________ ※出版社版・著者最終稿等 

□著作権が登録者を含め、複数の者に帰属している。 

□共著者全員の同意を得ている。 

備考 
※著作権表示、出版社等へのリンク、リポジトリへの登録条件等があれば記入してください。 

公開時期 
□公開時期を指定しない 

□公開時期を指定する  年  月  日以降 

注１ 共著者に著作権がある場合は共著者全員の許諾を得ることが必要です。また出版 社等が著作権を有する場

合は、あらかじめ許諾の方針を明らかにしているときを除き、その利用許諾を得ることが必要です。 

注２ 登録申請する成果物は、可能な限り添付してください。 



 

様式第２号(第５条関係)      
 

愛媛県立医療技術大学リポジトリ登録申請者の在籍確認書 
 

  年   月   日  

 

愛媛県立医療技術大学図書館長 様 

         所 属： 

    

  氏 名： 

 

次のとおり本学に在籍していたことに相違ありません。 

 

在籍時所属 在籍時職名※ 在籍期間 

   

   

   

   

※ 卒業生・修了生の方は、「学生」と記載してください。 



 

様式第３号(第８条関係)      
 

愛媛県立医療技術大学リポジトリ登録免除・非公開・削除申請書 
 

  年   月   日  

 

愛媛県立医療技術大学図書館長 様 

         所 属： 

    

  氏 名： 

 

下記の教育研究活動の成果物について、（登録免除・非公開・削除）を希望します。 

 

教育研究活動の成果物 

論文名： 

雑誌名(書名)： 

巻号: 

出版年: 

発行元: 

登録免除・非公開・削除

の理由 

□個人情報やプライバシーに関する内容を含むためリポ

ジトリ上での公開が不適切であるため  

□共著者の同意が得られないため  

□捏造、改ざん、盗用、剽窃等、研究活動における不正

行為が認められたため  

□研究成果の著作権を出版社等に譲渡しており、著者最

終稿を含むあらゆる版の公開が著作権者により許諾さ

れないため 

□その他（                   ） 

 

 

 


